
教育活動時に配慮すべき事項（令和４年５月１９日版） 

   香取市教育委員会  

 県教育委員会からの通知や本市の感染状況を踏まえ、香取市教育委員会では各教科活動

等における「授業時に配慮すべき事項」（令和４年４月６日版）を改訂しました。 

学校教育における児童生徒の貴重な活動機会を確保する観点から様々な活動を制限する

のではなく、段階的に本来の活動を取り戻していくという方針が県から示されました。各

学校においては、基本的な感染症対策を徹底しながら、地域や学校の状況に応じて適切に

判断し、実施していただきますようお願いします。 

No 教 科 配  慮  事  項 

１ 各教科等 

共  通 

・各教科・科目の目標を踏まえた上で、新型コロナウイルス感染症によ 

る児童生徒への影響を考慮して、教育内容や実施方法等を検討し、指 

導計画を立てること。 

・感染症対策については、次の取り組みを徹底すること。 

①健康観察の徹底(体調不良者の登校停止)  

②会話時のマスク着用  

③定期的な手洗いの実施  

④換気の徹底  

⑤狭くて閉鎖された空間(部室等)での密集状態の回避 

・児童生徒の間隔を可能な限り確保するよう座席を配置する。（児童生徒 

等と教職員との距離も同様）。 

・気候上可能な限り、教室の窓側と廊下側など常時２方向の窓（やドア）

を同時に開けて換気を行い、廊下の窓も開ける（エアコン使用時も換気

は必要）。それが難しい場合は、こまめに（30 分に１回以上）、数分程

度、窓を全開にする。それも難しい場合は、少なくとも休み時間ごとに

窓を全開にする。 

・窓（やドア）を開ける幅は１０ｃｍ～２０ｃｍ程度を目安とし、上の小

窓や廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられる。 

・換気扇等がある場合は、窓開け等による換気と併用して常時運転する。 

・気温が上がる季節にあっては、体が暑さに十分慣れていない、疲れがた

まっている等の状況も予想される中、感染症対策を行いつつも、例年以

上に熱中症予防に努める。 

・児童生徒は、原則マスクを着用する(マスクを着用する必要がない場合

については 「新型コロナウイルス感染症学校における感染対策ガイド

ライン」を参照。)。 特に、発声が必要な場面では、マスクの着用を

徹底する(ただし、気温が上昇した場合は、熱中症等への対応を優先す

る)。なお、マスクについては、最も高い効果があるとされている不織

布のマスクが望ましい旨を保護者に周知する。 

・マスクの取り外しについては、活動の態様や児童生徒の様子なども踏ま

え、臨機応変に対応する。特に、基礎疾患を有するためマスクの着用が

困難である等の場合は、主治医や学校医とも相談の上、適切に対応する。 



・教職員は飛沫を飛ばさないようマスクを着用し、児童生徒等と可能な限

り身体的距離（おおむね１～２ｍ）の確保に努める。 

・教材・教具などを共用で使用する場合は、使用前後の手洗いや手指の 

消毒等を徹底すること。共用の教材・教具の消毒については、一時的

な効果を期待するよりも、手洗いを徹底することの方かが重要であり

使用の都度消毒を行う必要はない。  

・学習用具（筆、三角定規等）の貸し借りは行わない。貸し出し用の用具

を用意する場合は適切に消毒を行う。 

・主体的・対話的で深い学びのための、グループ学習、班での話合い及 

びペアワーク等の活動は、マスクを着用した上で、必要な活動は積極

的に実施すること。また、 ICT を効果的に活用した多様な学習形態を

展開すること。  

・音読や群読については、マスクを着用し、大声とならないよう工夫し 

て実施する。  

・教師等が机間指導を行う場合は、児童生徒と近距離になりがちなので、

身体的接触がないように留意する。また、個別に指導する際には、必要

最低限の声量になるよう配慮する。 

・キャリア教育、社会見学等に係る校外での学習においては、活動先の 

相手との打合せを十分に行い、感染防止対策を行う。 

・授業で外部人材を活用する際は、講師に対し、来校前の検温及び健康 

状態の確認を依頼するとともに、来校時、講師の健康状態(検温、風邪 

症状の有無等)を確認する。また、講師の感染防止対策にも配慮する。 

・臨時休校や学年閉鎖等に備え、オンラインでの授業や動画・課題配信 

等の実施に、積極的に取り組むこと。  

２ 国語 

社会 

「各教科等共通」の欄を参照 

３ 算数 

数学 

・教師が「丸付け」等をするために、一定の距離（最低１ｍ）を保つこと

なく、児童生徒を並ばせることは避ける。 

４ 理科 ・グループで実験や観察を行う場合は、児童生徒等が近距離になりがちな

ので、身体的接触がないように留意する。 

・演示実験を行う場合は、実物投影機や電子黒板等を活用することも考え

られる。 

・授業の終了時刻が遅れ、手洗いの時間が確保できないということがない

よう、片付けの時間まで含めた時間配分に十分配慮する。 

５ 英語 

外国語 

・教師やＡＬＴが口の形を見せて発音の仕方を指導するためにマスクを

取る場合、児童生徒等との距離を２ｍ以上保ち、可能であればフェイス

シールド（またはそれに代わるもの）を活用する（フェイスシールドを

したとしても児童生徒等との身体的距離の確保は必要）。 

・主体的・対話的で深い学びのための、グループ学習、班での話合い及び

ペアワーク等の活動は、マスクを着用した上で、必要な活動は積極的に



実施すること。 

・安全で効果的な指導をするために、ＡＬＴとの打合せを十分に行い、共

通理解を図る。 

６ 音楽 ・歌唱や管楽器等を使用した活動は、身体的距離を確保することや、窓 

を開けて外に向かって演奏することなど、飛沫飛散防止を行うこと。  

・合唱等については、令和 2年 12 月 23 日付け香教学第 1761 号「小学 

校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面で 

の新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(通知)」を参照に感

染症対策を徹底して行うこと。  

・歌唱指導を行う場合は、可能な限り感染症対策を行った上で実施する。 

・鍵盤ハーモニカや管楽器等を使用した活動を行う場合は、児童生徒等の

身体的距離を十分とった上で、飛沫飛散防止や隊形の工夫等、可能な限

り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から実施する。 

７ 体育 

保健体育 

◯領域ごとに、例えば以下のように工夫して実施する。 

・密集、接触する機会のある運動(球技<ゴール型>、武道など)について 

は、10〜15 分の活動ごとに数分間の休憩を設けることや、接触する機

会の少ない活動に切り替えること。また、ゲーム形式で行う活動の場

合は 1 チームの人数を少なくすること。  

・球技<ネット型・ベースボール型>では、身体的距離を確保すること。  

・表現運動、ダンスについては、身体的距離を確保することや、演技す 

る向きを同一にすること。  

・技術や技能のポイントを ICT による動画等を活用して学習することに 

より、効果的で怪我の防止にも資する安全な実践が可能になると考え 

られる。  

・運動中はマスクの着用は必要ないが、グループで話し合う活動を行う 

際は、身体的距離を確保することや、可能な限りマスクを着用させる 

こと。  

・体育館や武道場など屋内で授業を実施する場合は、十分な換気を行う 

こと。  

・更衣室は十分な広さを確保する。十分な広さが確保できない場合は、 

人数を制限して時間差で着替えるなど、３密の状態にならないように 

すること。  

・主に夏季において、マスクを着用しないことを徹底するとともに、適 

切な水分補給を行うなど、熱中症対策を講じること(授業途中での給水 

時間の確保や屋外での帽子の着用なども検討する)。  

・教師は原則、マスクを着用する。身体へのリスクがある場合や指導のた

めに自ら運動する場合については、マスクを外しても問題ない。ただし、

不必要な会話や発声は行わず、児童生徒等との距離を２ｍ以上保つ。 

・授業の開始時や終了時だけでなく、授業中も児童生徒等の体調に変化が

ないか観察したり声掛けをしたりして、事故防止を徹底する。 



・不必要な会話や発声は行わないように指導するとともに咳エチケット

について励行する。 

８ 図画工作 

美術 

・「各教科等共通」の欄を参照 

・児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞活動は、身体

的接触がないように留意する。 

９ 技術 

家庭 

・「各教科等共通」の欄を参照 

・調理実習の実施に当たっては、身支度や手洗いの徹底をするとともに 

調理室、調理器具及び食器等の衛生管理を徹底すること。  

・調理した料理は、調理した児童生徒が調理場所で飲食すること。 

10 生活科 ・「各教科等共通」の欄を参照 

11 総合的な

学習の時

間 

・職場（仕事）体験等の校外での学習においては、活動先の相手との打合

せを十分に行い、感染防止対策を行う。 

12 道徳 ・「各教科等共通」の欄を参照 

・役割演技を行わせる場合もマスク着用のまま、１ｍを目安に可能な限り

身体的距離を確保する。 

13 自立活動 ・自立活動の指導等については、児童生徒等との身体的接触がやむを得 

ないことから、例えば、児童生徒等にかかわる者を限定する等、指導

方法や内容を工夫する。  

14 休み時間 ・ストレスや運動不足の解消の観点から、児童の外遊び(例えば、ドッチ 

ボール、鬼ごっこなど、軽度の接触のある活動を含む)を推奨する。 

・狭い空間で児童生徒同士が集まり、マスクを外して会話することを控 

えるよう指導する。  

15 給食 

昼食 

・これまでは児童生徒が同一方向を向いた黙食が徹底されてきたが、学 

校の状況に応じて、対面での黙食を可とする。実施に当たっては、以 

下のような工夫をして飛沫かがかからないよう配慮をすること。  

◯机上で前左右の３方向にアクリル板を設置すること。 

◯ランチルーム等の広いスペースを活用して児童生徒間の距離を確保 

すること。 

◯教室で円形や四角形に座席を配置するなど児童生徒間の距離を確保 

すること。 

◯会話は食事後にマスクを着用して行うこと。  

16 学校行事

等 

・地域や学校の状況を踏まえつつ、保護者等への公開も積極的に実施す 

ること。その際、参観者に対して、マスクの着用など基本的な感染症 

対策を実施するよう要請すること。 

・多様な活動を実施すること。具体的な内容は、地域や学校の状況を踏 

まえて判断すること。  

・地域や学校の状況を踏まえつつ、保護者等への公開も積極的に実施し 

参観者に対して、マスクの着用など基本的な感染症対策を実施するよ 

う要請すること。  


